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道産ワインブランド力向上事業委託業務処理要領（案） 

 

１ 目的 

  この要領は、北海道（以下「委託者」という。）が道産ワインブランド力向上事業委託業務受託者

（以下「受託者」という。）に委託する「道産ワインブランド力向上事業委託業務」を円滑かつ効果

的に運営するために必要な事項を定めることを目的とする。  

 

２ 業務内容及び業務実施方法 

（１） 道産ワインプロモーションの実施 

    道産ワインの販路及びコアなファンの拡大を図るため、道内外の富裕層市場におけるプロモーシ

ョンを実施する。 

     なお、委託業務については、実施店舗や会場責任者及びワイナリー等との必要な連絡調整、売場

や会場の設営及び運営、現地での商品説明や販売促進、セミナー講師の選定、本事業に係るＰＲ

等、本プロモーション及びセミナーの実施に係るすべての業務とする。 

      

ア 高級飲食店等と連携したコアなファンづくりのためのプロモーション 

道産食材とのペアリング等による道産ワインセミナー及びフェア 

（道内２回程度、道外４回程度） 

イ 道内における販路拡大のためのプロモーション 

(ア)道内百貨店・スーパー等と連携したプロモーション（札幌市内、２回程度） 

(イ)飲食店・酒販店等の関係者を対象としたセミナー（２～３地域、各１回程度） 

ウ 道外における販路拡大のためのプロモーション 

(ア)高級スーパーと連携したプロモーション（首都圏等、２回程度） 

(イ)道外百貨店等と連携したプロモーション（３回程度） 

(ウ)飲食店・酒販店等の関係者を対象としたプロモーション（首都圏等、２回程度） 

エ 上記以外の方法による、販路拡大のためのプロモーション（３回程度） 

オ 上記事業実施前におけるワイナリーの意向調査を行うとともに、ア～エの実施後、プロモー

ションの連携店舗及びセミナーの参加飲食店等に対し、常設販売に向けた可能性及び課題を把

握するためのフォローアップを行い、ワイナリーに還元する。 

 

（２） プロモーション資材の制作 

    道内ワイナリー紹介冊子及びリーフレットの制作（昨年度のものに新規ワイナリー情報を追加し

た改訂版を作成） 

  

（３） 実施結果の報告 

上記（１）について、実施の都度すみやかに実施結果を報告（任意様式）すること。 

 

３ 実績報告 

（１） 受託者が、契約書第 12 条に基づき委託業務完了後に提出する実績報告書等は、次のとおりとす 

る。 

ア 実績報告書（別記第１号様式及び任意様式） 

 任意様式による報告書は、上記の全事業に係る実施概要及び配付資料を含むものとする。納 

入形態は、紙媒体（Ａ４版）５部及び電子媒体（ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ）１式とする。た 

だし、全事業に係る配付資料の紙媒体については１部で可能とする。 

      イ 収支精算書（別記第２号様式） 

（２）受託者が、契約書第 14 条に基づき概算払請求の際に提出する書類は、次のとおりとする。 

   ア 概算払請求書（別記第３号様式） 

   イ 収支計画書（別記第４号様式） 



４ 業務の完了に先だって引渡しを受ける成果品 

 受託者は、前記２（２）の業務が終了したときは契約書第12条に基づき、別記第５号様式の 

「指定部分に係る実績報告書」及び成果品を提出するものとする。 

（１） 成果品  

   ア 道内ワイナリー紹介冊子 
     ・紙媒体（1,000 部） 
     ・電子媒体（ＰＤＦ版、ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ）１式 
   イ 道内ワイナリー紹介リーフレット 
     ・紙媒体（15,000 部） 
     ・電子媒体（ＰＤＦ版、ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ）１式 

（２） 提出期限  

別途指定する日 

 

５ その他 

 受託者は、本業務の実施に際して、実施方法、結果の取りまとめ等に際し不明な点が生じたときは、 

その都度委託者と協議を行い、業務の円滑かつ適切な実施に努めるとともに、必要に応じて受託業務 

の進捗状況を委託者に報告するものとする。 

 


